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学　位論　文　の　内　容　の　要　旨

製品に対する保証は消費者と製造業者の両者にとって重要な意味を持っている．消費者は製品

が十分に機能を果たすという確信を得るために保証を必要とし，一方，製造業者は顧客からの不

正な保証要求に対する保護と宣伝の目的で保証を使用する．我が国では，特に家電製品のような

耐久消費財に対して，保証期間が延長されるなど，より消費者に好ましい内容へ保証の条項が変

化している．すなわち，近年の市場において，消費者指向が進展している．例えば，多くの製造

業者によって延長保証サービスが導入されている．

一方，ソフトウェア製品に対して目を向けると，ハードウェアと同様の保証に関する諸問題が

存在する．近年の情報化社会の進展に伴い，コンピュータシステムの依存度が高まるにつれて，

ソフトウェアはますます多様化，大規模化，複雑化しているめが現状である．受注開発されたソ

フトウェアが，倍額性受け入れ検査や倍額性実証試験に合格し顧客に納入された後，開発段階に

おけるテストで検出，修正できなかったフォールト1が原因となってソフトウェア障害を発生させ

ることがある．このような場合，開発業者が直接フォールト考修正するか，あるいは保守代理業

者が開発業者の代わりに保守を行っている．このとき，保守にかかる経費に注目すると，（1）保

守経費はソフトウェア納入時に支払われる開発費用に含まれている，（2）保守契約を結んでいな

い場合には，そ甲都度顧客が保守費用を支払う，（3）保守契約を結んでいる場合には，無料で保

守が行われる，のいずれかである．このことはソフトウェアの開発に対する価格ばかりでなく，

保守に関する価格においても，その構造が不透明であることを示している．今後，ソフトウ主ア

市場が拡大していく過程において，ソフトウェアの取引が他の財の取引と全く同様にフェアでオ

ープンかつ効率的に行われるためには，ソフトウェアの取引における契約の体系を確立する，必要

がある．

本論文では，ハードウェアとソフトウェアに対する保証・保守契約に焦点を当て，また特定の
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保証契約下での 適予防取替方策についても議論する．ハードウェアに対して，2種類の保証サー

ビス契約モデルを提案する．一つは保証期間延長サービス契約モデルであり，もう一つは追加的

保証サービス契約モデルである．この2種類の保証サービス契約モデルにおいて，顧客は無料修理

基本保証を伴う製品を購入する．保証期間延長サービス契約モデルでは，製造業者は顧客に対し

て3種額のオプションを提供する，すなわち，オプションＡｌ（保証期間延長サービス契約），オ

プションＡ2（基本保証契約），そしてオプションＡＯ（システムを購入しない）である．追加的

保証契約モデルにおいては，製造業者はオプション、Ａｌ（追加的保証サービス契約），オプション

Ａ2（基本保証契約）、，オプションＡＯ（システムを購入しない）のオプションを提供する，一方，

ソフトウェアに対しては保守サービス契約モデルを提案する．ここでも，保守サービス代理業者

がオプションＡｌ（保守サービス契約を結ぶ），オプションＡ2（保守サービス契約を結ばない），

オプションＡＯ（ソフトウェアシステムを使用しない）を提供している場合を考える．以上のよう

な保証・保守サービス契約モデルにおいて，顧客は3種額のオプションの中で 適なオプションを

選択しなければならない．これに対して製造業者または保守代理業者は 適な価格構造（保証・

保守サービス契約料金，及び保守料金）を決定する必要がある．これら3種板のモデルにおいて，

顧客の 適反応を考慮することにより，製造業者，保守代理業者の 適価格戦略を議論する．

本論文では更に，追加的保証契約下で販売された製品に対する 適予防取替方策についても考

える．ここでは 適予防取替時刻が唯一存在するための十分条件を導出する．

論　文　審　査　の　結　果　の　要　旨

、本論文は，ハードウェア製品に対する保証契約およびソフトウェア製品に対する保守契約の契約

価格設定のための具体的な指針を与えるものである．すなわち，保証は多くの耐久消費財に採用

されており，保証期間が延長されるとともに保証規程もより顧客志向のものへと変化している．

しかしながら，保証契約に関する価格はその構造が不透明であり，その価格決定は製造業者にと

って非常に重要な問題である．本論文では，現実に存在する保証・保守契約に焦点を当て，信頼

性工学の観点からハードウェア，ソフトウェア製品に対する保証・保守契約モデルの構築を行っ

ている．具体的には，ハードウェア製品に対する保証期間延長サー、ビス契約モデル，取替保証サ

ービス契約モデル，及びソフトウェア製品に対する保守サービス契約モデルを提案し，消費者の

適反応を考慮するごとにより製造業者の 適保証・保守契約価格戦略を導出している．更に，

取替保証契約の下で消費者の視点から 適な予防取替実施時期に関する決定方法も提案している．

本研究成果によって，製造業者はハードウェア及びソフトウェア製品個々の信臍性品質に基づい

た保証・保守政策の選定，葵びその契約価格の決定が可能となり，消費者も 適な契約の選択が

可能となることが期待できる．

以上の内容は，保証・保守契約における契約価格設定という現在の課題を解決するた

めの枠組みを提案するとともに，保証・保守契約における取引が他の財の取引の場合と

同様にフェアでオープンかつ効率的に行われるための契約体系の確立に大いに貢献する

ものである．よって，本論文は博士（工学）の学位論文に値するものと認められる．
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